
○
環
境
省
令
第

号

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
五
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
七
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月

日

環
境
大
臣

小
沢

鋭
仁

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第一南極特別保護地区  

  マック・ロバートソン・ランドのテイラー・ルッカリー 

 この地区は、テイラー氷河の東海岸にある地点（南緯 67 度 27 分 5 秒東経

60 度 52 分 59 秒）を起点とし、同地点から氷河の東端の線を南に進み、南緯

67 度 27 分 28 秒東経 60 度 53 分 8 秒の地点に至り、同地点から海岸線を進み

起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 



 

 
  



別
記
第
五
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「東

経
1
6
6
度

5
2
分

5
0
秒

」
を
「東

経
1
6
6
度

5
2
分

4
9
秒

」
に
、
「南

緯
7
6
度

5
5
分

3
6
秒

」

を
「南

緯
7
6
度

5
5
分

3
0
秒

」
に
、
「東

経
1
6
6
度

5
6
分

2
6
秒

」
を
「東
経

1
6
7
度

」
に
改
め
、
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 
 

 

 



別
記
第
六
南
極
特
別
保
護
地
区
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第六南極特別保護地区 

 ヴィクトリア・ランドのハレット岬 

 この地区は、ハレット岬の北海岸にある南緯 72 度 19 分 5 秒東経 170 度 14

分 35 秒の地点を起点とし、同地点から氷河の北端の線を南西に進み、南緯

72 度 19 分 28 秒東経 170 度 13 分 25 秒の地点に至り、同地点からハレット岬

の海岸線を北に進み、南緯 72 度 19 分 15 秒東経 170 度 12 分 59 秒の地点に至

り、同地点からペンギンの繁殖地から 5 メートル離れたところにある線を南

に進み南緯 72 度 19 分 19 秒東経 170 度 12 分 54 秒の地点に至り、同地点から

海岸線を北西に進み南緯72度19分8秒東経170度12分22秒の地点に至り、

同地点から南緯 72 度 19 分 8 秒東経 170 度 12 分 25 秒の地点に至り、同地点

からペンギンの繁殖地から 5 メートル離れたところにある線を北東に進み、

起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 



  
 

 



別
記
第
三
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「南

緯
6
4
度

4
8
分

1
9
秒

」
を
「南
緯

6
4
度

4
8
分

2
0
秒

」
に
改
め
、
地
図
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。



  
 

 



別
記
第
五
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「東

経
1
7
0
度

1
1
分

4
5
秒

」
を
「東
経

1
7
0
度

1
1
分

4
4
秒

」
に
、
「東

経
1
7
0
度

1
1
分

3

0
秒

」
を
「東

経
1
7
0
度

1
1
分

3
3
秒

」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
八
十
四
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

八
十
五

マ
ク
マ
ー
ド
基
地
に
お
け
る
Ｐ
Ｍ-

３
Ａ
原
子

南
緯
七
十
七
度
五
十
一
分
西
経
百
六
十
六
度
四
十
一
分

炉
を
記
念
す
る
銘
板

別
表
第
六
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機
は
」
を
加
え
、

「
で
あ
っ
て
」
を
「
に
お
い
て
は
」
に
、
「
着
陸
す
る
と
き
を
除
く
」
を
「
限
り
、
着
陸
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
航
空
機
は
」
を
「
原
則
と
し
て
、
航
空
機
は
」
に
改
め
、
「
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
」
を
削
り
、
同
号
に
後

段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
お
、
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
機
ご
と
に
、

下
欄
に
掲
げ
る
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

多
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域



単
発
式
の
飛
行
機

地
表
か
ら
高
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

別
表
第
六
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
に
中
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

別
表
第
六
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次

の
三
号
を
加
え
る
。

九

当
該
地
区
内
に
生
き
て
い
る
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

十

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
の
偶
発

的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。

十
一

当
該
地
区
内
に
除
草
剤
又
は
殺
虫
剤
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
四

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

十
五

原
則
と
し
て
、
当
該
地
区
内
で
は
野
営
し
な
い
こ
と
。



十
六

当
該
地
区
内
で
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
発
動
機
又
は
電
動
機
そ
の
他
騒
音

を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
機
器
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

十
七

当
該
地
区
内
に
生
き
て
い
る
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

十
八

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
の
偶

発
的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。

十
九

当
該
地
区
内
に
除
草
剤
又
は
殺
虫
剤
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
七
号
に
中
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
七
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
二

科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
当
該
地
区
内
で
は
歩
行
者
は
南
極
鳥
類
の
繁
殖
地
か

ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
内
に
近
づ
か
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
五
号
中
「
原
則
と
し
て
、
」
を
削
り
、
「
当
該
地
区
」
を
「
ギ
ガ
ン
テ
ウ
ス



島
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

原
則
と
し
て
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
航
空
機
は
当
該
地
区
の
直
上
空
域
を
飛
行

し
な
い
こ
と
。
な
お
、
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航

空
機
ご
と
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

多
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

単
発
式
の
飛
行
機

地
表
か
ら
高
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

十

毎
年
五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
当
該
地
区
の
直
上
空
域
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

航
空
機
ご
と
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

多
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

単
発
式
の
飛
行
機

地
表
か
ら
高
度
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



六

原
則
と
し
て
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
航
空
機
は
当
該
地
区
内
に
着
陸
し
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
区
の
周
辺
の
氷
上
に
着
陸
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は
、

南
極
鳥
類
の
繁
殖
地
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
（
ギ
ガ
ン
テ
ウ
ス
島
を
除
く
。
）
に
限
り
着
陸
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

毎
年
五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機
及
び
飛
行
機
に
あ
っ
て
は
、
南
極
鳥
類

の
繁
殖
地
か
ら
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に
、
多
発
式
の
回
転
翼
航
空
機
に
あ
っ
て
は
、
南
極
鳥
類
の
繁
殖
地
か

ら
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に
離
着
陸
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
二
百
メ
ー
ト
ル
」
を
「
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
科
学
的
調
査
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
ギ
ガ
ン
テ

ウ
ス
島
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
。

三

当
該
地
区
内
の
陸
域
で
は
車
両
を
使
用
し
な
い
こ
と
。



別
表
第
六
第
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
航
空
機
は
」
を
「
原
則
と
し
て
、
航
空
機
は
当
該
地
区
内
に
着
陸
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
単
発
式
回
転
翼
航
空
機
は
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

原
則
と
し
て
、
航
空
機
は
当
該
地
区
の
直
上
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め

に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
機
ご
と
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

単
発
式
の
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

多
発
式
の
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

別
表
第
六
第
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
六
号
中
「
設
置
し
な
い
こ
と
。
」
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十

当
該
地
区
内
に
生
き
て
い
る
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

十
一

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
の
偶

発
的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。



十
二

当
該
地
区
内
に
除
草
剤
又
は
殺
虫
剤
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
七
号
中
「
南
緯
六
十
六
度
二
十
六
分
三
十
四
秒
東
経
百
十
度
二
十
分
四
十
秒
」

を
「
南
緯
六
十
六
度
二
十
二
分
二
十
四
秒
東
経
百
十
度
三
十
五
分
十
二
秒
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

原
則
と
し
て
、
オ
ド
バ
ー
ド
島
内
で
は
野
営
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
一
号
中
「
又
は
必
要
不
可
欠
な
管
理
活
動
」
を
「
、
必
要
不
可
欠
な
管
理
活
動

又
は
教
育
活
動
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合

を
除
き
、
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
た
だ
し
書
中
「
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
回
転
翼
航
空
機
は
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
は
、
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
及

び
前
号
の
規
定
に
従
っ
て
離
着
陸
す
る
場
合
を
除
き
、
航
空
機
は
、
当
該
地
区
の
直
上
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
一
号
中
「
又
は
必
要
不
可
欠
な
管
理
活
動
」
を
「
、
必
要
不
可
欠
な
管
理
活

動
又
は
教
育
活
動
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



た
だ
し
、
滅
菌
を
行
う
場
合
に
は
、
紫
外
線
照
射
、
オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ
の
使
用
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
水
溶
液
に
よ
る
洗
浄

等
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
一
号
中
「
又
は
必
要
不
可
欠
な
管
理
活
動
」
を
「
、
必
要
不
可
欠
な
管
理

活
動
又
は
教
育
活
動
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

航
空
機
は
、
当
該
地
区
の
直
上
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
か
ら
高
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
前
号
の
地
点
に
離
着
陸
す
る
場
合
で
、
か
つ
、
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分
三
十
六
秒
西
経
六
十
三
度
四
十
六
分

五
十
二
秒
の
地
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
と
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分
三
十
五
秒
西
経
六
十
三
度
四
十
六
分
四
十
二
秒
の

地
点
を
結
ぶ
直
線
及
び
同
地
点
か
ら
起
点
に
至
る
海
岸
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、
並
び
に
、
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分

二
十
四
秒
西
経
六
十
三
度
四
十
六
分
四
秒
の
地
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
と
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分
二
十
秒
西
経
六
十

三
度
四
十
六
分
五
秒
の
地
点
を
結
ぶ
直
線
、
同
地
点
と
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分
二
十
一
秒
西
経
六
十
三
度
四
十
六
分
二

十
六
秒
の
地
点
を
結
ぶ
海
岸
線
、
同
地
点
と
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分
二
十
三
秒
西
経
六
十
三
度
四
十
六
分
二
十
六
秒
の

地
点
を
結
ぶ
直
線
、
同
地
点
と
南
緯
六
十
四
度
四
十
八
分
二
十
四
秒
西
経
六
十
三
度
四
十
六
分
三
十
二
秒
の
地
点
を
結
ぶ

直
線
及
び
同
地
点
と
起
点
と
を
結
ぶ
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
の
直
上
空
域
を
航
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



別
表
第
六
第
五
十
五
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
四
十
人
」
を
「
四
十
一
人
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
十
二

人
」
を
「
十
三
人
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

当
該
地
区
内
の
第
十
六
南
極
史
跡
記
念
物
で
は
、
金
属
鋲
の
つ
い
た
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
当

該
記
念
物
に
一
回
に
十
二
人
立
ち
入
る
場
合
、
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
四
十
人
」
を
「
四
十
一
人
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
八
人

」
を
「
九
人
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

当
該
地
区
内
の
第
十
五
南
極
史
跡
記
念
物
で
は
、
金
属
鋲
の
つ
い
た
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
当

該
記
念
物
に
一
回
に
八
人
立
ち
入
る
場
合
、
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
八
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
八
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号

と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

当
該
地
区
内
の
第
十
八
南
極
史
跡
記
念
物
で
は
、
金
属
鋲
の
つ
い
た
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
当



該
記
念
物
に
一
回
に
八
人
立
ち
入
る
場
合
、
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
四
十
人
」
を
「
四
十
一
人
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
四
人

」
を
「
五
人
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

当
該
地
区
内
の
第
二
十
二
南
極
史
跡
記
念
物
で
は
、
金
属
鋲
の
つ
い
た
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、

当
該
記
念
物
に
一
回
に
四
人
立
ち
入
る
場
合
、
三
脚
又
は
一
脚
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
十
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

当
該
地
区
内
で
は
車
両
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

三

航
空
機
は
当
該
地
区
内
に
着
陸
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
十
四
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
ゴ
ム
ボ
ー
ト
」
を
「
ボ
ー
ト
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
単
発
式
の
航
空
機
」
を
「
単
発
式
の
回
転

翼
航
空
機
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
」
に



改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
か
ら
同
項
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
さ
れ
た
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
確
認
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
際
、
環
境
大
臣
に
よ
る
確
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
同
条
第
一

項
第
三
号
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た

も
の
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


